
 
半
田
市
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
六
年
三
月
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

半
田
市
長 

久 

世 

孝 

宏 
 

半
田
市
規
則
第
四
号 

半
田
市
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則 

 

半
田
市
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二
年
半
田

市
規
則
第
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
三
条
を
第
十
四
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
一
条
を
第
十
二
条
と
し
、
第
十
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

(

勤
勉
手
当)

 

第
十
一
条 

条
例
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
市
長
が
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
通
常
の
勤
務
時
間
の
一
週

間
当
た
り
の
平
均
時
間
が
二
十
時
間
未
満
の
者
と
す
る
。 

２ 

条
例
第
十
五
条
の
二
第
五
項
の
市
長
が
規
則
で
定
め
る
支
給
日
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
と
す
る
。 

一 

基
準
日
が
六
月
一
日
で
あ
る
場
合 

六
月
三
十
日(

そ
の
日
が
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の 

 
 

前
日
、
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
前
々
日)

 

二 

基
準
日
が
十
二
月
一
日
で
あ
る
場
合 

十
二
月
二
十
七
日(

そ
の
日
が
金
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、 

そ
の
前
日
、
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
前
々
日
、
日
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
そ
の
前
々
日

の
日)

 

 

別
表
保
育
士
・
教
諭
の
項
中
「
19
」
を
「
17
」
に
改
め
、
同
表
消
費
生
活
相
談
員
の
項
中
「
49
」
を

「
47
」
に
改
め
、
同
表
レ
セ
プ
ト
点
検
者
の
項
を
削
り
、
同
表
市
税
等
徴
収
員
の
項
中
「
25
」
を
「
21
」 

   
 

 

に
改
め
、
同
表
中 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に
改
め
、
同
表
放
射
線
技
師 

  

少 年 指 導

員 

2 17 2 17 

適 応 指 導

員 

1 7 1 31 

 

「 

」

 
 

「 

少 年 指 導

員 

2 17 2 17 

業 務 指 導

員 

2 17 2 17 

ス ク ー ル

ソ ー シ ャ

ル ワ ー カ

ー 

2 125 2 125 

適 応 指 導

員 

1 7 1 31 

 」 



の
項
中
「
11
」
を
「
9
」
に
改
め
、
同
表
臨
床
検
査
技
師
の
項
中
「
11
」
を
「
9
」
に
改
め
、
同
表
栄

養
士
の
項
中
「
5
」
を
「
3
」
に
改
め
、
同
表
理
学
療
法
士
の
項
、
作
業
療
法
士
の
項
、
臨
床
工
学
技
士

の
項
、
視
能
訓
練
士
の
項
、
歯
科
衛
生
士
の
項
及
び
言
語
聴
覚
士
の
項
中
「
11
」
を
「
9
」
に
改
め
る
。 

 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


